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                        監事   谷 本 忠 和  

 

 

 

元職員の不正行為に係る監査報告書 

 

 

 平成２２年１１月１６日に発覚いたしました三次元物理探査船「資源」（以下「物理探査

船」という。）の運航業務に係わる元職員の不正行為に関して、発覚から平成２３年３月まで

の間、独立行政法人通則法第１９条第４項及び第５項、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物

資源機構（以下「機構」という。）の監事監査規程及び監事監査実施細則に基づき、関係者か

らのヒアリング、諸会議への出席などを通じて監査をしてまいりました。本監査について、以

下の通り、監事意見を付して報告いたします。 

 

 

記 

 

1. 監査の視点 

国から受託した物理探査船の運航業務等に係る不正行為について、その事実及び原因を

把握し、再発防止策への取組みが適切かつ効率的に行なわれているかの視点から監査をい

たしました。 

 

2. 監査方法の概要 

不正行為発覚以降、以下のとおり、関係者からのヒアリング、会議等への出席、調査報

告書等から広く情報と資料を集めて検討し、監査といたしました。 

（1） 関係者からのヒアリング 

平成 22 年 12 月 3 日 担当理事、 

物理探査船チームリーダー、サブリーダー 
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平成 23 年 2 月 10 日 人事課担当調査役、課長代理 

（2） 物理探査船に係わる「三役レク」*への出席 

出席日：平成 22 年 11 月 26・30 日、12 月 1・6 日、 

    平成 23 年 1 月 12・25 日、2 月 9・22 日、3 月 7・11・18・28 日 

*「三役レク」－理事長、副理事長、総務担当理事に対する各本部からの 

重要案件に係る報告・連携・相談。 

（3） 第三者委員会の傍聴及び委員会による監事へのヒアリング 

傍聴日：平成 22 年 12 月 15 日、 

    平成 23 年 1 月 13・24 日、2 月 18 日、3 月 10 日 

      監事ヒアリング日：平成 23 年 2 月 3 日 

      調査報告書受領日：平成 23 年 3 月 31 日 

（4） 不正防止推進チームの内部調査報告（中間） 

 調査報告書受領日：平成 23 年 1 月 5 日 

 

3. 不正行為発覚の経緯と機構の対応 

機構は、平成 21 年 8 月に「物理探査船の運航業務等を担当している職員が会社を設

立し、運航等業務の委託先である 3DJV 所長とともに不正行為を行なっている」旨の匿

名の情報提供がなされている事実を知り、同年 9 月直ちに対象となった元職員について

内部調査を行なったが、当該職員は金銭の授受を含めた不正行為を全面否定し、同年 11

月に退職した。 

その後、平成 22 年 6 月にかけて、元職員から機構に対して機構が支払いを留保して

いた退職金の支払い要求が再三あったため、機構は退職金支払いを実行するとともに警

察当局に対し刑事事件の相談と情報及び資料の提供を続けていたところ、平成 22 年 11

月 16 日に「3DJV の当時の所長から現金の供与を受けた」という収賄罪容疑で元職員が

警視庁に逮捕され、同時に 3DJV の元所長も贈賄罪の容疑で逮捕された。 

機構は、かかる事態を重く受け止め、機構内にある「不正防止推進チーム」に事実関

係の検証及び再発防止策の検討を行なわせるとともに、外部の専門知識を有する者によ

る更なる調査が必要であると判断し、同年 12 月 15 日に「第三者委員会」を設置した。

機構は、本年 3 月 31 日に「第三者委員会」から調査報告書による最終報告を受け、報

告書に示された再発防止策の提言を検討し実施に移している。 

この間、理事長は、「匿名の情報提供」を機に内部調査を実施した他、物理探査船運航

業務の人件費に係る二省積算基準対象者について厳格な検証を行ない、過払いの精算及

び関連する人件費の適正化を図り、更に関係理事及び物理探査船チーム等とともに、関

係官庁と連携を取りながら「物理探査船の運航・調査に係る契約及び運営について抜本

的な見直し」を行ない、物理探査船業務の適正化を図っている。 

 

4. 監査の結果 

監査の結果、コンプライアンスと統制、モニタリング機能と牽制機能等において「改

善を要する事象」として、以下の点が挙げられる。 

（1） コンプライアンス及び統制に関する事象 

機構には倫理規程等規程類及び行動規範委員会等の体制は整っているが、元職員
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の倫理感及び周囲による抑止力は働かず利害関係者である 3DJV 元所長からの接待

が繰り返され、3DJV 元所長の立場が派遣会社 A 社、B 社との関係において「利害

が相反する立場」にあったにもかかわらず、関係者はその点を見過していた。 

また、機構の「行動規範委員会」及び「不正防止推進チーム」は、行動規範の周

知徹底、不適切な行動の把握、改善対策等を担っているが、「匿名の情報提供」を知

った平成 21 年 8 月時点では特定者による内部調査に止まり、不正行為が発覚した平

成 22 年 11 月までの間、それらが発動されておらず、監事監査規程第 8 条にある監

事への報告もなされていない。 

（2） 物理探査船チームの業務におけるモニタリング機能等に関する事象 

不適切行為の未然防止には、業務の意思決定プロセスにおける上司のモニタリン

グ機能及びチーム員・関係者による相互牽制機能が大きな役割を担うが、当チーム

においては元職員の業務に聖域を認め、不正行為に関連した「B 社の採用」、「二省

積算基準の採用」等の業務においては意思決定の証跡を残しておらず、更に二省積

算基準の適用が機械的に行なわれ、人件費の実質過払いを見過していた。 

 

5. 監事意見 

不正行為発覚後の再発防止策の構築に向けた機構の運営は、理事長が中心となって行

なっている「物理探査船の運航・調査に係る契約及び運営についての抜本的な見直し」

を含め、適切であると認められる。 

再発防止策については、機構は「第三者委員会」の調査報告書で示された 8 項目の提

言を検討し実施に移しているところであるが、４.の「改善を要する事象」を踏まえ、監

事の立場から次の３項目を提言したい。 

（1） 各業務を担っている原課・原チーム、いわゆる「現場」に、「コンプライアンスを

自ら徹底する仕組み」、「上司のモニタリング機能と相互牽制機能が働く仕組み」、

「証跡を残す仕組み」を構築すること。 

（2） 不適切行為の疑いの発生、事故の発生、その他リスク事象の発生時には、「必ず行

動規範委員会事務局及び監事に第一報が入る体制」、「組織全体として情報を共有

し、調査、監査に動く体制」を構築すること。 

（3） (1)、(2)を主導するコンプライアンス担当、監査担当等の組織を強化すること。 

この仕組み、体制の構築、強化は、再発防止の効果、効率、統制を高めると考える。 

 

6. 監事監査でのフォロー 

 平成 23 年度監事監査計画において、機構が実施する再発防止策を監査重点項目とし、

その定着及び効果をフォローしてまいります。 

 

以上 


